
ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について 
 

 

 

１ 新規に薬価収載された医薬品等については、ＤＰＣにおける診療報  

酬点数に反映されないことから、以下の基準に該当する医薬品等を使

用した場合には、包括評価の対象外とし、出来高算定することとして

いる。（別紙参照） 

  

前年度に使用実績のない医薬品等については、当該医薬品等の標

準的な使用における薬剤費（併用する医薬品も含む）の見込み額が、

使用していない症例の薬剤費の平均＋１ＳＤ を超えること。 

 

中 医 協  総 － ３

２ ０ ． ４ ． ２ ３

 

２ 平成２０年４月１８日に薬価収載された医薬品のうち、ネクサバー 

 ル錠２００ｍｇ（ソラフェニブトシル酸塩）は、その基準を満たすた  

め、当該医薬品を使用する患者について、出来高算定することとする。  

 

＜参考＞ 

  ・ネクサバール錠２００ｍｇ（ソラフェニブトシル酸塩）  

・薬価収載日：平成２０年４月１８日  

・効能・効果：根治切除不能又は転移性の腎細胞癌  

・用法・用量：１回４００ｍｇ １日２回経口投与 

・ 標準的な費用：5,426.20円／200mg ×２錠／回 × ２回／日 

× 29.2日（平均的入院期間） ＝ 約６３．４万円  

・当該医薬品を使用するＤＰＣでの診断群分類：MDC11 腎・尿路

系疾患（分類11001xxx99x10x、11001xxx99x11x、11001xxx97x1xx、

11001xxx01x1xx） 

・ 当該医薬品を使用していない症例の薬剤費（平均＋１ＳＤ）：   

36,753点 
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中 医 協  診 － ４

１ ９ ． ７ ． １ １

診 調 組  Ｄ － ４

１ ９ ． ６ ． ２ ２

 

 

ＤＰＣにおける高額な薬剤等への対応について 

 

平成１９年６月２２日 

 

１ 趣旨 

 

（１）ＤＰＣにおいては、制度の対象医療機関における医療提供の実態調査

の結果に基づいて包括評価を行っている。そのため、調査実施後に新た

に医薬品又は医療機器が保険導入された場合においては、再度調査及び

評価を実施するまでの間、ＤＰＣにおける包括範囲点数には反映されて

いない。 

 

（２）これまで、医薬品及び医療機器については年度の途中においても保険

導入が行われてきており、ＤＰＣの対象医療機関においても必要に応じ

てこれらの保険導入に適切に対応できるようにする必要がある。 

 

（３）中医協の平成１８年度診療報酬改定の議論においては、調査終了以降

に新規に薬価収載等された高額な薬剤等を使用する患者について、包括

評価の対象とせず出来高算定とすることについて合意が得られている。 

 
平成１８年２月１５日 中央社会保険医療協議会了承 

○ 以下の患者については、ＤＰＣによる包括評価の対象とせず、出来高算定と

する。 

・ 平成１７年度「７月から１０月までの退院患者に係る調査」終了以降に、

新規に薬価収載等された高額な薬剤等を使用する患者 

 

（４）改定後１年を経過し、その間に新規の医薬品、医療機器も多数収載さ

れたことから、新規に保険収載された医薬品、医療機器について、その

使用データを分析し、以下のように対応してはどうか。 

 

２．対応ルール案 

 

（１）平成１７年１１月以降に保険導入又は効能追加の承認がなされた医薬

品、医療機器のうち、以下の要件に該当するものを使用した患者は包括

評価の対象外とし、出来高算定とする。 

 

○ 当該医薬品等を使用した場合における包括範囲内の薬剤費が当該医薬

品等を使用しない場合の算定額と比較して以下の基準を超えていること。 
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① 既に平成 18 年度に使用実績のある医薬品等については、ＤＰＣ本体

調査より得られたデータを用いて、当該医薬品等を使用した症例の薬

剤費が、使用していない症例の薬剤費の平均＋１ＳＤ 

 

② 平成 18 年度に使用実績のない医薬品等については、当該医薬品等の

標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品も含む）の見込み額が、

使用していない症例の薬剤費の平均＋１ＳＤ 

 

（２）出来高算定とする医薬品等については、次期診療報酬改定において使

用実績等を踏まえ検討し、原則として包括評価にすることとする。 

 

（３）今後、新規に保険収載される医薬品等で上記の要件に該当するものに

ついては、保険収載の決定と同時に包括評価の対象外とするかどうかを

決定すること。 

 

（以下省略） 
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